
(年額）

高等学校等就学支援金制度
( 国 ）　Ａ

私立高校に在籍する生徒(保護者)

給付(返還義務なし)

所得確認基準額 給付額(年額)

2 217,700円未満
218,800円

（228,800円）
177,200円

(月額換算 14,767円)

3 304,200円未満
168,800円

（178,800円）
227,200円

(月額換算 18,934円)

（　）内は多子世帯の場合。扶養するこどもが3人以上の場合1万円が加算される。

注１　世帯年収は目安です。実際の給付判定は原則として両親２人分の所得確認基準額を合計します。

注２　年収910万円以上の方については、就学支援金及び授業料軽減補助金ともに給付対象となりません。　

注３　各制度から給付を受けるためには、本校が指定する期間に必要書類を添えて申請を行う必要があります。(本校からの配布物にご留意ください)　 

注５　転・退・休学の場合は、各給付金(支援金)の返還等、精算が生じる場合があります。　 

注６　就学支援金給付と授業料軽減補助は合算で授業料(年額396,000円)が上限となります。

注７　2023年度から保護者の疾病・負傷や自己の責めに帰すべき理由によらない離職など、やむを得ない理由により収入が著しく減少した場合に対象となる、家計急変支援制度が実施されます。

　

      　　　 　        　　 　

注４　就学支援金や兵庫県授業料軽減補助金の受給は、マイナンバー制度を利用した兵庫県による世帯の所得確認が必要となり、所得判定等の事務作業を経て、本校が代理受領する
　　　までに数か月を要します。したがいまして、受給対象となる場合でも、学校納入金は一旦納入していただく必要があります。
　　　なお、給付金の引落登録口座への振込は、おおむね3か月分を一括して行うこととなりますのでご了承ください。

396,000円
0円

(実質無償)　　　年収0円
　　　　　　　～590万円未満程度

　　　年収590万円以上
　　　　　　　～730万円未満程度

118,800円
（基礎額）

100,000円
(110,000円)

　　　年収730万円以上
　　　　　　～910万円未満程度

 50,000円
（60,000円）

給付(返還義務なし)

世帯年収の目安(保護者合算） 補助額(年額)

1

　　　生活保護世帯

154,500円未満 396,000円
（基礎額＋加算額）

0円

(※県制度は44,000円ですが、
　  就学支援金で授業料全額
    が無償化となるため上乗

    せはありません)

2023年4月1日

 国・兵庫県による本校授業料の支援制度

制 　　 度　  　名
授業料軽減補助制度

(兵庫県)　Ｂ

公 費 に よ る
給付額の合計

(国)Ａ＋(県)Ｂ

授業料33,000円
に対する保護者の

実質負担額
(カッコ内は月額換算)

対　　　象　　　者
保護者が10月1日現在

兵庫県内在住者

給付・貸与の区分

■支援金は直接補助ではありません

就学支援金・県の授業料軽減補助金は、高等学校が代理受領します。

制度の基本は、保護者への直接補助ではありませんのでご注意ください。
東洋大学附属姫路高等学校

※別途、施設設備費

が必要となります。



支給区分の確認方法

次の計算式により算出した所得確認基準額（保護者等の合計額）で判定します。

【計算式】令和５年度(※1)市町村民税の課税標準額×６％－市町村民税の調整控除の額(※2)
※１就学支援金の令和５年４月～６月分は令和４年度の課税状況で判定します
※２政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額 ご自身の課税標準額などは

マイナポータルの「あなたの
情報」から確認できます。
(マイナンバーカードが必要
です。)

マイナンバー総合フリーダイヤル
０１２０－９５－０１７８

※ 住民税が未申告の場合は、課税標準額等の確認ができず、支援金の認定・支給が
できません。自営業などで申告が必要な方は、必ず期日内に確定申告を行っていただ
きますようお願いします。

※ 県内の私立高校に通う場合、申請・支払い手続きはすべて学校を通じて行います。

※ 申請から支払いまでには時間を要します。給付金の支払い前に納期が到来する学校
納入金は、一旦納入していただく必要があります。

※令和５年４月～６月分については、生徒本人が平成18年1月2日～4月1日生まれの場
合、保護者（保護者が２名の場合は一方）の課税標準額から33万円を控除します。

課税標準額

＊記載金額
の合計

調整控除の額は、
税額控除額に含
まれます。

【調整控除額】
概ね1,500円～

60,000円

上記による算出額 国＋県支給額

１５４，５００円未満（年収５９０万円未満程度） ４４０，０００円

２１７，７００円未満（年収７３０万円未満程度） ２１８，８００円

３０４，２００円未満（年収９１０万円未満程度） １６８，８００円

見本




